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要約 

背景 

ドナーから提供された配偶子による懐胎を経て誕生した人々（donor-conceived 

persons/offspring；以下適宜、DC 子）の中には、出生の秘密を知ったときに否

定的な反応をする人がいる。また、ドナー情報へのアクセスを求め、ドナーと

コミュニケーションをとろうとする人もいる。しかし、現在もドナーの匿名性

を義務付けている国はあり、一方、親が配偶子提供を受けた懐胎（donor 

conception；以下適宜、DC）の事実を告知している場合、DC 子にドナー情報へ

のアクセスを認めている国もある。本研究では、DC を匿名ベースから非匿名

ベースへと移行すべきかという難問について検討した。 

 

方法 

まず、配偶子提供を受けた懐胎に関する問題と懸念を多角的に再考する。次

に、Direct-to-consumer（消費者直販型）遺伝子検査が DC に及ぼす影響、DC が

子のアイデンティティに与える影響、さまざまなタイプのドナーの可能性につ

いて検討する。また、DC に関する今後の方針を考察するため、15 カ国の法令

などを利用して、配偶子ドナーの匿名性に関する政策を調査した。 
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結果 

ドナーの匿名性を義務付ける目的は、ドナーと親になろうとする夫婦のプライ

バシーを守ることである。だが、消費者直販型遺伝子検査の普及により、匿名

性を維持できなくなりそうである。配偶子提供を受けた懐胎を経た出生は子の

アイデンティティの形成に影響し、ドナーはコミュニケーションを通じて子の

アイデンティティの成長にさらに影響を与える可能性がある。配偶子提供によ

り懐胎された子に DC の事実を開示し、ドナー情報を提供することは、依然と

して重要である。しかし、情報提供程度では一部の DC 子には不十分な場合も

ある。ここに、DC を利用する夫婦にとって身元開示ドナーや既知のドナーは

有力な配偶子提供者となりうる。相互のプライバシーを尊重する必要はあるも

のの、そうした配偶子ドナーとであれば、子との将来的なコミュニケーション

に関して親と協約を結ぶことができる。当事者全員に事後カウンセリングを行

うことで、3 者間でより良いコミュニケーション協約を結ぶことも可能であ

る。 

 

結論 

まとめると、配偶子ドナーの匿名性を困難にしている倫理的・現実的な問題が

顕在化しており、すべての当事者でコミュニケーション協約を結ぶ非匿名配偶

子提供への移行を促している。非匿名 DC 制度への道を開く上で、移行措置を

とることもできる。一方、すでに非匿名 DC 制度を採用している国において

も、親、ドナーおよび子の権利を守るため、コミュニケーション協約を保障す

る取り組みが重要である。 

 

キーワード 

配偶子提供を受けた懐胎、匿名性、アイデンティティ、遺伝子検査、コミュニ

ケーション、協約 

 

背景 

人工授精（AI）、体外受精（IVF）、顕微授精（ICSI）などの生殖補助医療を利

用しても、不妊カップルの 2 人がそれぞれ発生能力のある卵子と精子（配偶

子）を持たなければ、懐胎を助けることはできない。だが、そうした場合も、

子を望む親が子との完全な遺伝的つながりをあきらめることに承諾し、第三者

から発生能力のある配偶子の提供を受ければ、家族を築くことができる。しか

し、ドナーから提供された配偶子による懐胎は、複雑な倫理的問題を提起して

きた(1-5)。難題の 1 つが、DC により生まれた子（配偶子提供により懐胎され

た子）と養親に対する配偶子ドナーの匿名性をどう扱うかということである(1, 
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3, 5)。 

ドナー匿名性に関しては、一般に「ドナーの匿名性を維持する」か、「ドナ

ー情報へのアクセスを認める」という 2 通りの方針がある(3, 5-7)。例えば、中

国、フランス（注 2022 年現在はドナー非匿名政策を執る）、イタリアでは、

配偶子提供により懐胎された子と養親の両方に対してドナーの匿名性を義務付

けているため、ドナーとレシピエントのプライバシーを守ることができる。一

方、ドイツ、スウェーデン、英国などの国では、DC 子にドナー情報へのアク

セスを認めている。特に注目すべきはオーストラリアのビクトリア州で、事前

にドナーの同意を得なくてもドナーの身元情報の記録を遡及的に公開した(8)。
ただし、ドナー情報へのアクセスを認めている国では、親が配偶子提供による

懐胎で誕生した子に対して、DC により生まれた事実を必ず知らせなければな

らないわけではない(5, 9, 10)。 

英国、米国、カナダ、オーストラリアで、配偶子提供により懐胎された青年

および成人を対象に行われた過去の調査では、出生の事情が隠されてきたこと

を青年期に知った DC 子は、さまざまな感情を抱いたことが明らかにされてい

る。彼らの中にはショックを受けた、裏切られたように感じた、苦しんだとい

うものがいた(11, 12)。米国発の世界的な DC 子レジストリーに登録されている

青年および成人に関する最近の研究によれば、提供配偶子により懐胎された青

年の大多数は DC を経て生まれた事実には興味ないが、自分らのドナーには興

味があり、接触しようとしたと述べた(13)。これらの社会調査論文の結果とそ

の意味合いを、補足表 1 に示した。 

ここ数年、非匿名配偶子提供制度を求める声が高まっている。2019 年、国連

の「児童の権利に関する条約」（通称「子どもの権利条約」）の本会議で、配偶

子提供により懐胎された人々は、自らの出自に関する情報にアクセスし、遺伝

的つながりの家族および社会的つながりの家族との関係を保つ権利を保障する

国内外の枠組み・法律を要求した(14)。同じく、欧州評議会は 2019 年に閣僚委

員会を開き、生殖補助医療（ART）により生まれたすべての子どもが出自を知

ることができるよう、今後すべての配偶子提供の匿名性を廃止することについ

て審議し、「勧告 2156」を承認した(15)。その一方、匿名配偶子提供制度を妨

げる状況もある。消費者直販型遺伝子検査が流通するようになったのである。

この普及した遺伝子検査を利用して多くの人々が家系を調べる可能性が高ま

り、DC の当事者らに影響が及ぶ可能性が示唆されている(16-18)。そうした状

況を慎重に考察しつつ、配偶子提供により懐胎された人々の利益と、養親およ

び配偶子ドナーの利益のバランスをとれるような、DC に関する新たな政策の

策定が重要になっている。 

本稿では、配偶子提供により懐胎された人々のアイデンティティと消費者直
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販型遺伝子検査による影響を考慮しつつ、DC を匿名ベースから非匿名ベース

に移行すべきかどうかを検討する。第 1 に、既存の DC 制度では、ドナーの匿

名性および親の生殖の自己決定の尊重と、子がドナー情報にアクセスする権利

を調和させることは、困難であることを指摘する。第 2 に、消費者直販型遺伝

子検査が DC 当事者に及ぼす影響について考える。第 3 に、配偶子提供により

懐胎された人々のアイデンティティとその成長に DC が与える影響について検

討する。その結果、今後、各国は非匿名 DC に移行すべきであると判断された

が、その際、DC 子とのコミュニケーションに関して親と協約を結ぶことがで

きる身元開示ドナーまたは親類を含む既知のドナーの利用可能性を考慮すべき

と主張する。最後に、そうした非匿名 DC 制度への移行措置として実施可能な

方策を検討した。 

 

方法 

PubMed (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/)と Google Scholar 

(https://scholar.google.com) を使用して検索、選定した調査報告書、文献、行政

文書をもとに、DC に関する健康、倫理、法律、社会上の問題と懸念について

確認した。使用したキーワードは次のとおり：配偶子提供を受けた懐胎、配偶

子提供による懐胎、配偶子提供、卵子提供、卵母細胞提供、精子提供、配偶子

ドナー、卵子ドナー、卵母細胞ドナー、精子ドナー、レシピエント親、レシピ

エント・カップル、配偶子提供により懐胎された子、配偶子提供により懐胎さ

れた青年、配偶子提供により懐胎された成人、配偶子提供を受けた家族。配偶

子ドナー、提供された配偶子により懐胎した親、および DC を経て生まれた子

に関する社会調査論文の結果と考察などを、補足表 1 に示す。次に、消費者直

販型遺伝子検査が DC に及ぼす影響、DC が子のアイデンティティに与える影

響、さまざまなタイプのドナーが関与する DC について検討した。DC に関す

る今後の政策を考察するため、生殖医療を積極的に実施している 15 カ国を選

び、公表されている法令文書とガイドライン文書をもとに、配偶子ドナーの匿

名性に関する政策を調査、検討した。 
 

結果 
DC に関する問題と懸念の再考 
DC の健康、倫理、法律、社会上の問題や懸念について、以下、簡潔に再考する。

配偶子提供やこれによる懐胎は、健康上のリスクをもたらす可能性がある。特に、

ホルモン刺激による採卵は、女性ドナーに卵巣過剰刺激症候群の重大なリスク

（0.2％～1％）を強いうる(19)。さらに、感染症や病原性をもたらす遺伝子変異

が、ドナーから母子に伝播する可能性がある。だが、こうした健康上のリスクは、
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配偶子提供回数を制限したり、ドナーに検査やスクリーニングを実施したりす

ることで減らすことができる(20)。 
配偶子提供は、人の貴重な生殖細胞の採取や、金銭支払いによる取引を伴い、

これらは 2 つの倫理的懸念（商品化と搾取）を招いている(4, 21)。まず、配偶子

の商品化の懸念については、ボランティアに配偶子提供の理由を質すカウンセ

リングを実施したり、配偶子ドナーを登録したり、支払いを禁止、ないしは交通

費や薬代などの費用に制限、あるいは社会的に合意された金額に抑えれば和ら

げることができる(1, 3)。生殖細胞の搾取の懸念は卵子提供にあてはまり、これ

は女性が持って生まれた卵子の数には限りがあり、閉経まで不可逆的に減少す

る事実に起因する。この懸念も、女性ボランティアへのカウンセリングを義務付

けたり、ドナーを経産婦に限定したりすることで軽減できる(1, 3)。 
法律上の親と生物学上の親の不一致から生じる社会的問題に関しては、民法

で DC 当事者の親権を規定することで対応がなされている(3)。法定要件を満た

せば、卵子提供を受けて子を出産した女性は、実の母親とみなされる。同様にそ

の法律上の夫が精子提供をうけた場合でも、本人が自分の子であると認めれば

実の父親とみなされる。ドナー登録に際して、また診療所において、配偶子提供

や親権放棄などの条件を満たせば、配偶子ドナーが生まれた子の養育義務を負

うことはない。 
上記「背景」で少し述べたように、ドナーの匿名性に関する政策は国により分

かれている（表 1）。中国、フランス（注 2022 年現在はドナー非匿名政策を執

る）、イタリア、日本、スペインなどの国は、ドナーの匿名性を維持することで、

ドナーとレシピエント双方のプライバシーが尊重され、配偶子提供の障壁を下

げ、ドナーの事後干渉に対する親の懸念を軽減できると考えている。だがこの政

策は、配偶子提供により懐胎された人々が出自を知る権利を考慮しない(5, 22)。
一方、ドイツ、ニュージーランド、スウェーデン、スイス、英国、オーストラリ

ア・ビクトリア州などの国や地域は、DC を経て生まれた人々が成人になってか

らドナー情報にアクセスできることを保障している。 
したがって、配偶子提供と DC に伴うリスクは、ドナーの検査やスクリーニ

ング、登録、管理を行うことで大幅に軽減される。さらに、他者の生殖のために

配偶子を採取し、取引することにまつわる倫理的懸念も、ドナーに対する事前の

カウンセリングや支払いルール策定により軽減できる。とはいえ、ドナーの匿名

性および親の生殖自己決定の尊重と、子がドナー情報にアクセスする権利を完

全に両立させることは、ほとんど不可能である。 
 

進歩した遺伝子検査が DC に及ぼす影響 

提供された配偶子を使って懐胎されたことを親や他の人から知らされない限
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り、DC 子がその事実を知ることは通常、ない(10, 12)。多くの親は、DC によ

り懐胎したことを子に告知するのを躊躇しがちである。主に、告知するとかえ

って子を苦しめるのではないか、自分は養親として自信を失うのではないか、

告知を通じて他の家族と社会的な違いを痛感するのではないかといった懸念か

らそう感じるようである(23, 24)。 

昨今、安価な消費者直販型遺伝子検査が、健康状態や家系を知る目的を掲げ

て世界中に広まっている。多くの人々はこうして普及している遺伝子検査を、

純粋な好奇心から、あるいは親と自分は外見が似ていないと感じたときに利用

するとみられる(16-18)。そして、一部の利用者はどちらかの親と遺伝的つなが

りがないことに気づく。実際に、配偶子提供により懐胎されたあるフランス人

は、遺伝子データとソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）を利用

して、匿名とされていた、遺伝上の父を特定することができた(25)。とはい

え、配偶子提供により懐胎された人々がどちらかの親と遺伝的つながりがない

ことに気づいた場合、そのうちどのくらいの人々が実際に配偶子ドナーの身元

を知ろうとするだろうか。過去の調査によれば、すべての DC 子がそうした行

動をとるわけではなさそうである(12)。しかし、遺伝的つながりがないと判明

した際、親の応答に不満を感じた人や、自分のアイデンティティに苦悩する人

の中には、遺伝上の親や提供配偶子により生まれたきょうだいを見つけようと

する人もいるだろう(18)。実際に、ハウ遇しドナーやきょうだいを見つけるた

めに、SNS で遺伝情報を公表する人もいるかもしれない。現在の法的枠組みの

もとで、こうした状況を避けるのは難しい。ゆえに、DC 子は、配偶子ドナー

のプライバシーを意図せず侵害する潜在的リスクがあることを理解すべきであ

る(26)。一方、配偶子ドナーは、今後、匿名性を維持できなくなる可能性を受

け入れなければならない。また養親も、ある日突然、DC 子から、配偶子提供

により懐胎された事実を実は知っている、あるいはドナーを見つけたと告げら

れる可能性について心の準備をしておくべきであろう。 

配偶子提供により懐胎された人々がドナー情報へアクセスすることを保障し

ている国であっても、消費者直販型遺伝子検査は、DC の当事者 3 人になんら

かの影響を及ぼす可能性がある。DC 子は規定の年齢（通常は 18 歳、表 1 参

照）に達すると、行政または医療機関を通じてドナー情報にアクセスすること

ができる。行政などを経ることで、子とのコミュニケーションについて、ドナ

ーの意向を確認し、子からの接触の前にドナーに知らせることができる。だ

が、所定の年齢に満たない DC 子が、そうした機関の仲介を経ることなく、安

価な遺伝子検査を利用してドナーを見つけ出し、なんの計画や準備もしていな

いドナーに接触することもできてしまう。同様に、配偶子提供により懐胎され

た人々のうち、非匿名 DC 制度の導入以前に生まれた人や、親から DC の事実
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を知らされていなかった人が、こうした遺伝子検査を受ける可能性もある。DC

子が生物学上の親と突然接触をして、有意義なコミュニケーションをもてるか

もしれないが、ドナーのプライバシー侵害や、ドナーの財産共有を求める主

張、養親との不和などの対立につながる可能性もある。「Donor Sibling Registry

（ドナーきょうだい登録）」の広がりとともに、配偶子提供により懐胎された

人々の多くが、同じドナー由来の配偶子から生まれた生物学上のきょうだいに

興味を持つようになっている(27)。DC 子が消費者直販型遺伝子検査を利用し、

事前に通知せずきょうだいに接触した場合は、上述のように、きょうだいのプ

ライバシーを侵害することもあり得る。 

ドナーの匿名性を義務付けている国は、もはや匿名性維持が難しくなってい

る現実を認めなければならない。さらに、DC 子のドナー情報へのアクセスを

保障する国では、既存の制度を無視した予期せぬドナーとの接触を想定してお

く必要がある。 

 

DC が子のアイデンティティに及ぼす影響 

上述のとおりドナーの匿名性維持が現実的に困難になりつつあるが、DC を経

て生まれる子の福祉を保障するため、DC がもたらすアイデンティティへの影

響を考えることも不可欠である(28)。DC を法制度で認めている国では DC 当事

者の親権を規定して社会的混乱を避けてはいるが、法律上の親と生物学上の親

が一致しないことで、子のアイデンティティに影響を及ぼす可能性がある。こ

のセクションでは、DC がこれを経て生まれる子のアイデンティティに及ぼす

影響を考察する。 

人の生殖では、女親と男親がそれぞれ提供した配偶子が受精することで子の

誕生がもたらされる。すべての子は、生物学上の親から、外見や能力などの表

現型の発現に寄与する異なる遺伝子群を受け継ぐ。この概念は、遺伝的アイデ

ンティティと総称される(29)。一卵性双生児のアイデンティティを考えよう。

双生児は、出生のタイミングと場所だけでなく、ほぼ同じ遺伝的アイデンティ

ティも共有する。そして、成長とともに、さまざまな経験や他の人とのコミュ

ニケーションを通じて固有の自己概念を持つようになる(30)。もちろん、双生

児は家庭内で多くの経験を共有するが、学校や職場などにおいて異なる経験を

重ね、異なる人々とコミュニケーションをとる。一卵性双生児は類似する遺伝

的アイデンティティを持つが、自己概念は双生児 2 人のアイデンティティに異

なる影響を与える。このようにして、誰もが質的に固有のアイデンティティを

持っている(31)。従って、生物学上の親は、子の遺伝的アイデンティティに大

きく関与し、また、自己概念にも影響を与えてうるのである。 

IVF や ICSI などの ART は、夫婦から事前の同意を得たうえで行われる。通
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常、DC を実施する際は、配偶子を提供するドナーと、これを受け取り親にな

ろうとする夫婦が各々同意する。これは、臓器移植のドナーとレシピエントが

それぞれ同意するところと似ている。だが、DC 子は、事前に DC を経て生ま

れることに同意できない。もちろん、これは自然妊娠にも当てはまるが、法律

上の親と生物学上の親との間に不一致が生じる DC では、婚姻関係にある夫婦

間の懐胎よりも複雑な形で DC 子のアイデンティティに影響を及ぼす。夫婦の

どちらかの親が発生能力のある配偶子を提供し、二人で子を育てれば、ひとり

は子の遺伝的アイデンティティに関与しつつ、両親は息子または娘の自己概念

に影響を与える。一方、配偶子を提供するドナーは、親にならんとする夫婦の

懐胎を助けるとともに、子の遺伝的アイデンティティに寄与する(8)。また、

DC 子は、自己概念が明確になり、深められると期待して、生物学上の親であ

るドナーとコンタクトをとり、さらにはコミュニケーションを望む可能性があ

る(32, 33)。DC 子は、自分のアイデンティティに関与したドナーを知り、接触

したいと望むことが予想されるが、注意したいのは、すべての DC 子が DC に

よる出生に対して同じような想いを抱くわけではないという点である。配偶子

提供により懐胎された子を、懐胎の事実を知った年齢別に比較した研究では、

子の DC に対する姿勢に違いが見られた(13, 34)。一部の DC 子は、自分が懐胎

された手段の真実を知り、ショック、混乱、狼狽、裏切り、憤りを感じたと告

白した。その一方で、何も感じず無関心な人もいれば、事実を受け入れ、興奮

し、興味を持った人もいた。重要なのは、配偶子提供により懐胎された人々が

事実を知った年齢が遅いほど、否定的な感情を抱く傾向が見られたことであ

る。その反応の差に大きく影響したのは、自己概念であると思われる。早くに

告知すれば、DC による出生の事実が子の自己概念に織り込まれやすくなる。

逆に告知が遅れると、子が DC を経た出生を受け入れ難くなる。これは恐ら

く、彼らの出自に関する自己概念がすでに出来上がっているためであろう(13, 
35)。結果として DC 子は、親がこのような重要な事実を隠していたことに対し

て否定的な感情を抱いてしまいがちになる。DC により懐胎されたことを子に

告知しなければ、家族の信頼関係が損なわれ、子のアイデンティティの成長に

影響を及ぼす可能性がある。こうした結果から、配偶子提供により懐胎された

人々の福祉のために、より早い年齢で DC による出生の事実を知らせるのが大

切であり、望ましいと考えられる。 

配偶子ドナーは、配偶子提供により懐胎された子のアイデンティティに極め

て重要な役割を果たす。親は、子が幼いうちに DC による出生を告知すること

が、子のアイデンティティ形成により良い影響を与える可能性を理解すべきで

ある。調査結果から、この点を理解している親ほど早期に告知を始めているこ

とも分かった(36)。別の調査研究では、提供された精子により子を懐胎した親
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の中には、ドナーを家族とは切り離して考える人もいることが分った。それで

も、成人した子が精子ドナーの身元情報を受け取った際に、養父は親としての

役割が問われる可能性がある(37)。前述したようなドナーの匿名性の扱いにお

ける現実的な難しさに加え、DC 子のアイデンティティを取り巻くこうした倫

理的諸問題は、非匿名 DC 制度への移行が社会的に有益であり、また親から子

への DC の告知を後押しするために、既存の非匿名 DC 制度の見直しも必要で

あると示唆している。 

 

身元開示ドナーと既知ドナーの可能性 

上述のとおり、DC により懐胎された事実を早い段階で子に告知し、必要に応

じて行政や医療機関を通じてドナー情報を提供することが大切である。しか

し、ほとんどの親にとって子への告知は行い難いため(36)、DC の事前カウンセ

リングで、次の 2 つの告知アプローチについて話し合うべきである(24)。ま

ず、DC による出生がその子の人生の物語の一部となるように、子が 3～4 歳の

とき、あるいはもっと幼いうちに、親が DC の事実を告知するアプローチが取

りうる。もう一つのアプローチは、子を混乱させないよう、生殖について理解

できるようになる 10～12 歳ぐらいの頃に告知するやり方である。ただし、ド

ナーの身体的特徴や職業、趣味といった表面的な事実を伝えるだけでは、DC

子によっては不十分な場合がある(38)。DC による出生がその後、子のアイデン

ティティ形成に与える影響を十分留意しなければならない。配偶子提供により

懐胎された子は、自己概念が明確になると期待して、ドナーと連絡を取り、コ

ミュニケーションすることを望む可能性がある。従って、親とドナーは、ドナ

ーと DC 子がコミュニケーションをとるべきか、またその場合、どのようにと

るか、お互いのプライバシーを考慮しながら検討しておくべきである。 

注意したいのが、そうしたコミュニケーションは必ずしも直接の面会を指す

ものではないということである。ドナーと DC 子の双方の希望をふまえ、ケー

スバイケースで詳細を調整する必要がある。子が配偶子ドナーの身元情報にア

クセスすることを保障している国では、行政機関が双方にとって望ましい、あ

るいは計画的なコミュニケーションを調整することがある（表 1 のスイスやオ

ーストラリア・ビクトリア州など）。こうした機関は、コミュニケーションの

スタイル（手紙のやりとり、電話での会話、面会など）や、タイミングと頻

度、面会場所（指定する場合）を決める手助けをする。だが、ドナーと DC 子

の間に根本的な意見の相違があると、調整が困難になる可能性がある(39)。さ

らに、DC 子が消費者直販型遺伝子検査を利用した場合、行政による調整を経

ずに、ドナーと予期せぬ、突然の接触を図ろうとするかもしれない。親は自分

の子がドナーにそのような接触を試みたと知ったら不安になるだろう。そうし



10 
 

た懸念を和らげ、DC 子のアイデンティティの成長を促すため、理想としては

親になろうとする夫婦とドナーが、配偶子提供の前に、ドナーと DC 子がコミ

ュニケーションをとるべきか、またその場合、どのような段取りでとるかを合

意しておくべきである(33)。配偶子提供前のカウンセリングを通じて、親とド

ナーは、DC 子に対する告知の重要性について学び、ドナーとのコミュニケー

ションを望む DC 子もいることを知っておく必要がある(40)。親とドナーは配

偶子提供前に結んだ協約に基づき、当事者各人のプライバシーに配慮しなが

ら、子のコミュニケーションについての希望に協力して応じることができる。

もちろん、DC 子が後日、親とドナーが合意したコミュニケーション・プラン

に不満を感じたり、悩んだりすることがあるかもしれない。そのため、親とド

ナーが DC に先立ち合意した協約について、後に、DC 子も確認または再考で

きるようにする必要がある。事前・事後の協約を結ぶプロセスでは、子を含む

3 者全員がコミュニケーションについての合意に達することができるよう、カ

ウンセリングを受けるべきである。 

親になろうとする夫婦と事前に協約を円滑に結ぶことができる配偶子ドナー

は、夫婦にアイデンティティを明かすことができるボランティアか、親の友人

や親類である。第三者のドナーが関与する、匿名 DC 制度や通常の非匿名 DC

制度ではプライバシー保護のため親のドナー情報へのアクセスが制限されるの

に対して、こうした身元開示ドナーや既知のドナーと親になろうとする夫婦と

の間にプライバシーに関する根本的問題はないが、互いの私生活を尊重する必

要はある。身元開示ドナーは、公的データベースや診療所の配偶子ドナーデー

タベースに登録されているボランティアの中から見つかるものの、現在、彼ら

は少数である。登録されている身元開示ドナーだけに頼ろうとすると、配偶子

提供の待ち時間が長くなる可能性がある。一方、既知のドナーであれば、親に

なりたい夫婦の友人や親類の中から見つけることができる。実際に一部の国で

は、そうした配偶子ドナーがある程度の割合で懐胎に関与している(38, 41-
43)。 

夫婦の友人や親類の中から配偶子ドナーを選ぶことは、これまでの親交や親

類関係に基づく信頼関係に基づき頼みやすい利点があり、コミュニケーション

協約を容易に結べそうである。しかし、親は後の 3 者コミュニケーションを混

乱させないよう、適切な時期に DC を利用した懐胎の事実を子に告知すること

が重要である。ドナーが夫婦の友人である場合に比べ、親類がドナーとなるこ

とはもう一つの利点がある。親類が関与した DC では、DC 子と両親の間に遺

伝的つながりがある(7)。それでも、親族間の配偶子提供は、いくつかの倫理的

懸念を提起しうる(42)。例えば、この DC を近親婚や近親相姦と同列にみなす

人もいるかもしれない。だが、DC は通常、AI や IVF、ICSI を利用して行われ
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るため、依頼親とドナーとの間に婚姻や性交は伴わない。それでも、夫婦のど

ちらかの親類にあたるドナーが関与する DC は、法律で禁止された婚姻とみな

される可能性がある。しかし、配偶子ドナーをいとこなどの 3 親等以上離れた

親類に限定することで、この問題は回避できる(44)。親族間の提供について

は、他にも「親族ドナー強要の可能性」と「親族関係の混乱」という 2 つの大

きな倫理的懸念が提起されている。前者は、親族間の提供が年少者から年長者

へと行われる場合に懸念されやすいが、提供理由を明確にするカウンセリング

などの事前相談を行うことで、懸念を軽減できる可能性がある(43)。DC 後の親

族関係を混乱させる懸念については、既存の匿名 DC 制度にもある程度当ては

まり、より慎重な配慮が必要となる。しかしながら、特に、配偶子ドナーや親

のそれぞれの役割の確認や対立の管理についてカウンセリングをもつことで、

この懸念を和らげることができるだろう(7)。 

 

考察 

ミトコンドリア操作やゲノム編集を用いて、親子間で遺伝的つながりがあり、

特定の特徴を持つ子を生み出す生殖手技について目下、議論されている(45, 
46)。そうした未だ有効性や安全性が証明されていない生殖術に比べ、DC は結

果として生まれる子のアイデンティティへの影響に留意する必要があるが、よ

り自然な懐胎方法とみなしうる。上述のとおり、ドナーの匿名性維持には倫理

的・現実的な問題があるため、ドナーと DC 子のコミュニケーションに関する

協約を伴う非匿名 DC への移行は社会に有益といえる。一方、この移行におい

て、多くの国が課題に直面するだろう。 

現在、配偶子ドナーの匿名性を義務付けている国では、非匿名 DC 制度に移

行することで、既存のドナーが以後の配偶子提供を思いとどまったり、人々が

新たな配偶子ドナーになるのをためらったりする可能性がある(47)。かつて、

英国ではドナー卵子の入手に 2 年以上を要し、過去にドナーまたはレシピエン

トになったことのある人への調査によれば、卵子ドナーの匿名性を廃止すれ

ば、卵子提供はさらに遅れる可能性が高いといわれた(48)。現在、英国は非匿

名 DC 制度を採用しているが、夫婦がドナーの人種にこだわらなければ、今の

ところ順番待ちリストの長さは数カ月に過ぎない(49)。非匿名 DC 制度の政策

をとると配偶子提供が減少すると度々指摘されてきたが、この問題はオースト

ラリアでも起きていない(50)。 

だが、他の国では現実の問題となっている。例えば、精子ドナーを匿名とし

てきた日本の大学病院（表 1）では、最近、新規の精子提供を中止した(51)。
この病院は裁判所から命令が出た場合、ドナー情報を DC 子に開示できるよう

に同意書を改訂したところ、、精子ドナーの数が激減したためである。結局こ
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のようにドナー配偶子が不足すると、配偶子提供を待つ時間が長くなり、一部

の夫婦は海外に活路を求めることになる(52, 53)。ベルギー、カナダ、デンマ

ーク、米国で現在見られるような、匿名 DC と非匿名 DC の両方を認める制度

（表 1）をとれば、ドナーと親となる夫婦への悪影響を一時的に緩和する可能

性がある。こうした移行措置の間においても、匿名 DC を選択した親は家族の

信頼関係を維持するために DC 子に DC を経て懐胎された事実、匿名の配偶子

提供を利用した理由を説明することが重要である。 

一方、ドイツ、ニュージーランド、スイス、スウェーデン、英国、オースト

ラリア・ビクトリア州などの国や地域は、DC 子によるドナーの身元情報への

アクセスをすでに認めているが、依然として、DC の事実を子に開示するかど

うかの判断は養親に委ねている。上記のように、このような非匿名 DC 制度

は、消費者直販型遺伝子検査が広く利用可能な今の時代にそぐわない懸念があ

る。DC 子が成人になる前に DC による懐胎の事実を知り、なんら心構えがな

いドナーに接触する可能性があるためである。また、親も知らないドナーの身

元をある日突然、親に告げるかもしれない。親が子に、DC を利用した背景

や、DC を選択した理由を誠実に説明すれば、DC 子の中にはそうした説明に納

得して、遺伝子検査サービスなど利用する必要はないと思う人もいるだろう。

それでも、DC を経た出生の事情を知らされて、法律で認められた年齢になる

前にドナーに接触したいと思う子もいるかもしれない。そこで、親と身元開示

（または既知の）ドナーがコミュニケーション協約を結んでいれば、カウンセ

リングを受けながら子の要求にある程度は応じることができる。とはいえ、関

係各国が身元開示ドナーまたは既知のドナーが関与する DC へと速やかに移行

することは、管理コストや必要な数のカウンセラーを雇用する必要性を考える

と、現状、かなり難しいと受けとめるだろう。その場合、身元開示ドナーや既

知のドナーだけでなく、匿名ドナーを一過的に認めることは、とりうる移行措

置の 1 つといえる。論者の中には、上で提案した移行措置は、ドナーの匿名性

を義務付けている国や子がドナー情報にアクセスすることを認めている国の両

者にとって一貫性がなく、DC 子の福祉を保障するには不十分であり、完全な

る非匿名 DC 制度への移行が唯一、実効性あるソリューションと主張するもの

がいるだろう。とはいえ過去の当事者調査では、必ずしもすべての DC 子が

DC を経た出生に大きな懸念を抱いているわけではないことも明らかになって

いる(13, 34)。さらに、この問題に対する社会的合意はなかなか得難いのも事

実であり、完全な移行のみに固執するのは非現実的かもしれない。例えば、オ

ーストラリアのビクトリア州では、ドナーの匿名性の遡及的廃止は時間がかか

り、徐々にしか進まなかった(8)。 

コミュニケーション協約を伴う DC は、身元開示ドナーまたは既知ドナーの
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関与を前提としている。実際に、ベルギー、デンマーク、ドイツ、スイスで

は、既知のドナーや身元開示ドナーを現在認めている（表 1）(6)。特にベルギ

ーでは、親になろうとする夫婦と協約がある場合、夫婦が既に知り合っている

ドナーを認めている。既知のドナーは親族も含むが、親族間の配偶子提供を許

容するに先立ち、各国は、人々が生物学的親と社会的親、またドナーと DC 子

の複雑な関係がもたらすアイデンティティの問題に取り組み、さらに親類であ

るドナーと DC 子の遺伝的関連性を解明できるよう努力する必要がある。だ

が、多くの国は、親族間 DC をめぐる倫理的懸念をすべて解消するのは現状困

難と感じるだろう。それでも一部の国では、その国に主流の文化・宗教の背景

から、この種の DC を受け入れやすいとみられる。例えば、アジアの一部の国

で今もなお影響力が強い儒教では、親族の血縁を保つことの大切さを説いてお

り、先の懸念に対処する際の助けとなる可能性がある(7)。現在、中国は配偶子

ドナーの匿名性を義務付けているが（表 1）、この国で親類がドナーになること

を認められれば、日本や他のアジア諸国もそれに続くかもしれない。 

親、身元開示または既知のドナー、DC 子の間でコミュニケーション協約を

伴う非匿名 DC へと移行することは非常に望ましいと考える。ただし、このよ

うな制度変更は、匿名 DC 制度と従来型の非匿名 DC 制度の両方を過渡的に認

めるか、身元開示ドナーや既知のドナー、親への匿名性を維持しているドナー

を認めるなどの方法で、進める必要があるかもしれない。 

非匿名 DC 制度をすでに採用している国は、配偶子提供により懐胎された

人々のうち、ドナー匿名性が廃止される前に生まれた人や、自分の懐胎の詳細

を知らされていない可能性がある人が消費者直販型遺伝子検査を利用する可能

性を認めなければならない。前述したように、遺伝子検査のそうした利用は、

既存制度における調整プロセスを回避してしまっており、DC 子、ドナー、親

の権利が保護・保障されない恐れがある。今後そうした国の非匿名 DC 制度で

は、提供配偶子により懐胎した親、配偶子ドナーおよび子の間でコニュニケー

ション協約を伴うよう保障すべきである。 

 

結論 

ドナー匿名性を維持することの現実的な難しさと、DC が子のアイデンティテ

ィに及ぼす影響の大きさを考慮し、本稿は、DC を非匿名ベースに移行すべき

であると強く主張する。今後の非匿名 DC 制度では、親、配偶子ドナー、提供

配偶子により懐胎された子の間でどのようにコミュニケーションをとるべきか

合意する必要がある。DC 子、親、ドナーの出自を知る権利やプライバシーの

権利を保障・保護するよう政策変更するにあたり、DC 子とのコミュニケーシ

ョンのとり方について親になる夫婦との合意が容易な身元開示ドナーや既知ド
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ナーを容認するか検討することが必要となる。DC を経て懐胎された人々は、

自分の出生前に結ばれたコニュニケーション協約に不満を感じたり悩んだりす

るかもしれないが、後に適切なカウンセリングを実施して子の懸念や要求に寄

り添うことで、三者間のより良いコミュニケーション協約につながる可能性が

ある。こうした DC 制度への移行は課題に直面することが想像に難くないが、

匿名 DC と非匿名 DC の両方を制度として過渡的に認めたり、身元開示ドナー

や既知ドナー、親には匿名性を維持しているドナーを認めたりすることで、コ

ミュニケーション協約を伴う DC 制度への道を開く環境を整えることができ

る。消費者直販型遺伝子検査が出現した今、従来から非匿名 DC 制度の採用国

においても、各々の DC において、親、ドナー、子の間でコミュニケーション

協約を結べるように配慮すべきである。 

 

略語一覧 

AI：人工授精 

ART：生殖補助医療 

DC：配偶子提供を受けた懐胎（ドナーから提供された配偶子による懐胎） 

ICSI：顕微授精 

IVF：体外受精 
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補足表 1 配偶子ドナー、提供配偶子を利用した親、および配偶子提供により生

まれた子に関する調査報告書の結果とその影響 
論文著者、出身国、調査対象、およびドナー、親、DC 子を検索・選択した調査

に関する結果とその影響を本表に示す。 
 


